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１ 策定にあたって

■ 本市は、昭和４６(1971)年の市制施行以来、
社会経済環境のうねりの中、５次にわたる
総合計画を策定し、市民福祉の向上に取り組
んできた。

■ 豊かな歴史文化と自然環境のもと、首都
近郊都市として住宅や産業などのバランスの
取れたまちづくりを進め、４万５千人で
あった人口は１０万人を超え、本年には、市制
施行５０周年を迎えるなど、順調に発展した。

■ 第５次総合計画では、将来都市像「しあわ
せ創造都市いせはら」の実現を目指し、
「暮らし力」「安心力」「活力」「都市力」
「自治力」の５つの力を推進するとともに、
「健康づくり」「観光振興」「新たな土地
利用」「子育て環境づくり」を重要施策に
位置付け、「日本遺産」認定や、新東名・
伊勢原大山ＩＣ開通など、本市のまちづくり
に大きなインパクトとなる成果を得た。

■ 他方、少子高齢化に伴う社会保障費の増大、
気候変動に伴い多発する自然災害、老朽化
した公共施設への対応、さらにパンデミック
となった新型コロナウイルス感染症への対策
など、不透明な財政状況の下、厳しい行政
運営を迫られている。

■ こうした中、第５次総合計画が令和４
(2022)年度で終了する。
次期総合計画は、これまでの取組を足掛か
りに、時代の変化や市民ニーズを踏まえ、
人口減少に立ち向かい、持続的に発展する
ための新たな時代を見据えたまちづくり指針
とする。

■ 目指す将来像やまちづくりの目標、それら
を実現するための施策等を示す、本市の
最上位計画として策定する。
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２ 計画の構成と期間

長期的なまちづくりを展望しつつ、変化の激しい時代に柔軟かつ的確に対応していくため、
「基本構想」「基本計画」「実施計画」からなる３層構造とする。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

基本構想

基本計画

実施計画
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３ 計画づくりの基本的な考え方

次期総合計画の策定にあたっては、次の基本的な考え方のもと取り組むこととする。

（１） 誰もが共有できる計画づくり
目指すまちづくりの方向性を多くの人が共有できる計画

（２） 市民にとって分かりやすい計画づくり
市民目線で施策の成果が見える計画

（３） 実効性のある計画づくり

計画で取り組む事業の実現性

を高める 効果的・効率的に事業が

展開できる計画

（４） SDGsに貢献する計画づくり
ṕSDGsṖ

社会的な課題解決と持続可能な地域づくりに資する計画
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４

施策評価
ṕ 2 3 Ṗ

＜拡大して実施すべき事項＞

IC

ICT

＜市民意識の反映が不十分な事項＞

リモートワークショップ
ṕ 2 Ṗ

━ 時代潮流 ━

Ẍ ṕ Ṗ

Ӹ

Ẍ Ẍ Ẍ Ẍ
ẌSDGs Ẍ

＜第５次総合計画策定後の環境変化＞
Ẍ Ẍ
Ẍ Ẍ
Ẍ IC Ẍ
Ẍ
Ẍ
Ẍ

市民意識調査
( )

＜優先的課題＞

転入・転出アンケート
( )

PR

246

社会環境変化

今後対応すべき まちづくりの主な課題

財政の硬直化

安全・安心
への要請

地域社会の
変容

広域幹線整備
による都市
構造の変化

スマート社会
への移行

公共施設の
老朽化

持続可能な
地球環境への要請

社会環境変化や市民意見等を
踏まえたまちづくりの主な課題

人口減少の到来・
一層の少子高齢化

の進行

今後のまちづくりに向けた視点の整理

＜今後想定される環境変化＞
Ẍ
Ẍ IC
Ẍ 246
Ẍ
Ẍ Ẍ
Ẍ Ẍ

━ 本市の環境変化 ━



５

５ 今後のまちづくりに向けた視点

社会環境変化や課題を踏まえ、市民の暮らしやすさとまちの持続性を向上させるため、次の視点を持ちなが
ら今後のまちづくりを検討する。

地域や多様な主体との連携
によるまちづくり視点１：

Ẍ Ṅ
NPO

Ẍ Ṅ

スマート社会の実現に向けた
まちづくり視点４：

Ẍ ICT

視点５ ： 持続可能な行政運営

Ẍ

強みを生かし、
成長を促すまちづくり視点２：

Ẍ

視点３： 安全・安心なまちづくり



６ 次期計画に向けた改善点

６

現行の総合計画における実務上の課題を踏まえ、より効果的・効率的なマネジメントを実現する仕組み
を検討する。

進行管理上の課題 課題に対する改善策

①
計画事業と予算事業の紐づけ

②
実施計画の簡素化 ( )

③
実施計画のローリング制の導入 Ẁ

④
施策単位での新たな進行管理 Ẁ

( )

⑤
市民意識調査の毎年度実施

⑥
まち・ひと・しごと創生総合戦略との一体化

効 果

Ẍ

Ẍ

Ẍ

Ẍ Ẁ

Ẍ

Ẍ
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７ 策定体制

市民との協働による計画づくりを行うため、計画策定の各段階において、多様な市民参画の手法・機会を設け、
幅広い市民の意見・提案を計画に反映させる。
新型コロナウィルスの感染状況を考慮し、効果的な方法により実施する。

（１）市民参加

ア まちづくり市民意識調査 ᴽ ỸẴṈ

3,000

イ 転入・転出に関するアンケート調査 ᴽ ỸẴṈ

ウ 市制施行50周年児童・生徒等アンケート ᴽ ỸẴṈ

50

エ 施策評価委員会 ỸẴṈ

ểỂ

オ リモート型ワークショップ ỸẴ

カ まちづくり市民ワークショップ ỸẴ

キ まちづくりオープンハウス ỸẴ

ク 新成人・若者アンケート ỸẴ

ケ 市民ＷＥＢアンケート ỸẴ

コ まちづくりグループインタビュー ˀ᷅ỸẴ

サ 地区市民会議 ˀ᷅ỸẴ

シ タウンミーティング ˀ᷅ỸẴ

Ṅ

ス パブリックコメント ỸẴ

セ その他
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７ 策定体制

総合計画審議会設置規則に基づき、学識経験者、市内の公共的団体等からの選出者及び公募市民等で構成する
審議会を設置し、市長の諮問に応じて専門的視点や市民の視点から審議を行い、答申を行う。

（２）総合計画審議会

総合計画は、本市の目指すまちづくりを総合的かつ計画的に推進する指針となることから、次期総合計画の目指す
考え方や方向性を共有するため、全庁態勢により策定作業に取り組むものとする。

（３）庁内策定体制

次期総合計画の各策定段階において、市議会に適時適切に説明・報告を行いながら、策定に取り組むものとする。

（４）市議会

ア 総合計画策定委員会
ṕ Ṗ

イ 個別調整会議

ウ 若手職員の参画
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７ 策定体制 /８ スケジュール (予定)

令和元年－２年度 令和３年度 令和４年度
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総合計画審議会
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会
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